
鳥取県・岡山県共同アンテナショップ岡山県商品選定要領

平成２６年６月２日

岡 山 県 産 業 労 働 部

マーケティング推進室

１ 趣旨

岡山県が鳥取県と共同で東京都港区新橋に設置する「鳥取県・岡山県共同アンテナ

ショップ」の物販店舗（以下「物販店舗」という。）において取り扱う岡山県商品の

選定方法について、次のとおり定めるものである。

なお、別途定める「鳥取県・岡山県共同アンテナショップにおける岡山県商品取扱

基準」を満たさない商品は、本要領による選定の対象外とする。

２ 手順等

（１）申込み

物販店舗での商品の取扱いを希望する者（以下「出品希望者」という。）は「岡山

県アンテナショップ商品エントリーシート」（別紙様式）に必要書類を添えて、次の

いずれかの方法により提出すること。なお、提出書類については返却しない。

①インターネットを利用し、岡山県電子申請システムから提出

【アクセス方法】

岡山県マーケティング推進室ホームページを参照すること。

ＵＲＬ http://www.pref.okayama.jp/soshiki/320/

②持参又は郵送により提出

【提出先】郵便番号７００－８５７０

岡山県岡山市北区内山下二丁目４－６

岡山県産業労働部産業企画課マーケティング推進室

「アンテナショップ担当者」あて

（２）申込受付期間

平成２６年６月２日から随時受け付けるものとする。ただし、アンテナショップ開

店当初からの取扱いを希望する商品については、平成２６年６月３０日（月）１７時

までに提出すること（必着）。

（３）取扱商品の提案

岡山県において提出書類に記載された内容の確認を行い、「鳥取県・岡山県共同ア

ンテナショップにおける岡山県商品取扱基準」を満たすと認められた商品について、

鳥取県・岡山県共同アンテナショップ物販店舗運営事業者（以下「運営事業者」とい

う。）へデータ又は写しを送付し、物販店舗での取扱商品として提案する。



（４）取扱商品の選定

① 運営事業者は、上記（３）において提案を受けた商品の中から、適宜取扱商品を

選定する。

② 仕入れ方法や取引条件、取扱時期などの諸条件については、運営事業者と出品希

望者の協議により決定するものとする。なお、この協議に岡山県は関与しない。

（５）選定状況の報告

運営事業者は、商品の取扱いを開始又は終了したときは、遅滞なく岡山県へ報告す

ることとする。なお、取扱いの終了については、その理由を併せて報告することとす

る。

３ 選定にあたっての考え方

取扱商品の選定にあたって、運営事業者は次の各項目について配慮するものとする。

① 岡山県のイメージアップ及び知名度向上に寄与するものであるか。

② 物販店舗において取り扱うことにより、売上拡大や販路開拓が期待できるか。

③ 物販店舗において首都圏の消費者やバイヤーの評価を受けることにより、国内外

の市場で通用する商品にレベルアップしていく見込みがあるか。

４ その他

（１）出品者の取組

取扱商品の出品者は、顧客や運営事業者の意見及び販売実績などから得られる各種

データ等を基に、商品改良や販路開拓に積極的に取り組むものとする。

（２）個人情報の保護

提出書類に記載された情報については、物販店舗での取扱商品の選定に利用するほ

か、あらかじめ出品希望者の承諾を得た上で、県等が行う販路開拓事業に使用するこ

とがあるが、それ以外の目的では使用しない。

（３）その他協議事項

本要領に定めていない項目については、県が岡山県アンテナショップ協議会又は運

営事業者と協議のうえ、決定するものとする。


